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「令和８年度京都市立梅津中学校水泳授業委託」プロポーザルに係る質問に対する回答 

 
番号 質問 回答 
１ 仕様書７（１）②（エ）「各学年２回程

度の補講の時間を確保する。」について、

想定される人数、指導員数、送迎の有
無、実施時期をご教授ください。 

補講は、あらかじめ予定していた授業が実施
できなかった場合の予備日とご理解ください。

したがって、通常授業の人数、指導員数、送
迎、実施時期等を想定してください。 

２ 大型バスでは校門の方へ道幅的に入れ

ないようですが、主要道路まで生徒たち
が徒歩で来てバスに乗り込むことは可能
ですか？ 

学校には移動に配慮が必要な生徒も在籍する

ため、学校内もしくは学校前までの送迎が基本
と考えていますが、交通事情や道路事情により
困難な場合は、学校と相談して乗降場所を決定

していくことになります。なお、いずれの場合
も、仕様書７（３）②に記載のとおり、安全管
理の徹底をお願いします。 

３ 生徒がバスに乗車できる時間を教えて
ください。 

（例）朝の場合・・・ 
昼からの場合・・・ 

また、各時間割の開始時刻・終了時刻

も教えて頂きたいです。 
（例）１限・・  ：  〜  ：   

２限・・  ：  〜  ：   

バスの乗車時間は、時間割、移動時間等によ
るため、学校と協議のうえ決定いただきます。

なお、スケジュールの検討にあたっては、令和
7 年度の時間割をご参考ください。次年度変更
の可能性があることや、日によっては時間が変

更となる場合もあります。 
＜令和７年度参考＞ 

１限   8:50～9:40 

２限   9:50～10:40 
３限   10:50～11:40 
４限  11:50～12:40 

昼食等 12:40～ 
５限   13:20～14:10 
６限   14:20～15:10 

終学活 15:15～15:25 
清掃   15:25～15:35 

４ プロポーザルに参加し、決定後に予定

どおりバスをレンタル・リースできなか
った場合に限り、辞退は可能ですか？ 

また、提案書において大型バスとして

いた場合にマイクロバスへ変更（または
その逆）などは可能ですか。 

受託事業候補者となった場合も辞退は可能で

す。また、提案内容は、本市及び学校と協議の
うえ変更いただくことも可能ですが、募集要項
に記載のとおり、提案内容は、実現を確約した

ものとみなします。 
 

５ 仕様書７（１）②(エ)「各学年２回程
度の補講の時間を確保する。」について、
１・２年生６回、３年生５回に加えて、

各学年２回程度の補講が必要ということ
でしょうか。すなわち、１・２年生８
回、３年生７回の授業が必要という認識

でよろしいでしょうか。 

補講は、あらかじめ予定していた授業が実施
できなかった場合の予備日とご理解ください。
したがって、補講（予備日）を含め、仕様書の

７（１）②授業時数に記載のとおり、１・２年
生６回、３年生５回の授業実施をお願いしま
す。 

６ 送迎バスは、生徒以外にも乗車されま
すでしょうか。また、生徒以外に乗車さ

れる場合、生徒数＋何人で考えておけば
よいでしょうか。 

生徒のほか、基本的にはバス１台につき、引
率教員１名が乗車します。 

７ 基本の合計時間が 100 分とされており
ますが、バスでの移動時間はそれに含ま
ない、ということでしょうか？ 

仕様書７（１）②（イ）に記載のとおり、バ
スの移動時間も 100 分に含みます。 


